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指定管理者候補者の選定結果について 

西区役所地域課所管の下記体育施設について、平成２７年７月１９日より指定管理者を公募して

おりましたが、以下のとおり候補者を選定しました。

施設名 所在地

新潟市黒埼地区野球場 新潟市西区木場６３０番地１

みどりと森の運動公園体育施設 新潟市西区板井１０１８番地１

選定理由等

施設の概要

上記施設は、スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく

豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする施設である。

新潟市黒埼地区野球場：クレー２面

みどりと森の運動公園体育施設：野球場、屋内コート、屋外フットサルコー

ト、多目的グラウンド 

指定管理者申請者

評価会議

委員 篠田 邦彦（新潟大学教育学部 教授）

委員 中山 幸夫（中山公認会計士事務所 公認会計士・税理士）

委員 渡辺 穣 （新潟市スポーツ推進委員連盟西区協議会 会長）

委員 岡野 崇彦（ＮＰＯ法人新潟野球人 顧問）

指定管理者(候補者) 

みどりと森体育施設運営グループ

 代表団体 愛宕商事株式会社 代表取締役 髙橋 秀之

 所在地  新潟市中央区下大川前通四ノ町２１８６番地

 構成団体 株式会社新潟ビルサービス 代表取締役社長 鈴木 英介

 所在地  新潟市中央区上大川前通９番町１２６８番地２

 構成団体 グリーン産業株式会社 代表取締役 荒川 義克

 所在地  新潟市中央区神道寺２丁目２番１０号

指定期間(予定) 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日

選定理由

 指定管理者候補者の選定にあたっては、応募が１団体であったため、評価

会議において、応募者から提出を受けた事業計画書等について、「施設の平等

利用の確保」、「施設効用の最大限発揮・管理経費の縮減」、「事業計画に沿っ

た管理を安定して行う能力」の評価基準に基づき評価を行った。その後、評

価会議における各委員の意見と評価を参考に検討した結果、経営理念・経営

方針や管理経費削減への取り組み・環境保護への取り組みについてなど、評

価項目全般において評価が基準以上となっており、総合的に上記応募者は指

定管理者としての業務遂行能力を有するとして、指定管理者候補者に選定す

ることとした。なお，候補者選定の参考とした評価会議における評価結果は

別表のとおりである。
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スケジュール

第１回評価会議  ７月１３日  ＊選定基準・業務基準等の決定

募集要項等配布  ７月１９日～２９日

募集説明会    ７月３１日

質問受付     ８月３日～７日

申請書受付    ８月２４日～２８日

事業計画書受付  ９月１０日～１６日

第２回評価会議  １０月２１日

市議会での審議・議決を経て、指定管理者に指定された。

所管部署

（問合せ先）

西区役所地域課文化・スポーツ係

電話：０２５－２６４－７１９３（直通）

E-mail：chiiki.w@city.niigata.lg.jp

【参考】現指定管理期間の評価（平成２３年７月～平成２８年３月） 

指定管理者 みどりと森体育施設運営グループ

総評

施設や備品を心地よく安全・平等に利用できるよう、利用者に良好なスポーツ

環境を提供している。公園利用者の安全にも配慮しているほか、利用者からの

要望や行政からの依頼に対する対応が迅速であり、指定管理者として優良と評

価する。
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別表(評価結果) ＊みどりと森の運動公園体育施設等 

評価基準 評価項目 配点 候補者 基準点 

施設の平等利用の確保 
経営理念・経営方針 ５点 4.25 3.00 

施設の管理運営方法 ５点 4.00 3.00 

施設効用の最大限発揮・

管理経費の縮減が図られ

る 

利用者サービスへの取り組み １０点 7.25 6.00 

利用者の増加に対する取り組み １０点 7.25 6.00 

利用者ニーズの把握とその反映策 １０点 7.50 6.00 

問合せ・苦情への対応 １０点 7.50 6.00 

管理経費削減・環境保護への取り組み １０点 8.25 6.00 

事業計画に沿った管理を

安定して行う能力 

従事者の雇用・労働条件・人員配置 １０点 7.00 6.00 

人材育成の取り組み ５点 3.75 3.00

安全管理の対策・緊急時の対応 ５点 3.75 3.00

自己管理システム ５点 4.00 3.00

関係法令の遵守・個人情報保護の取り組み ５点 4.00 3.00

地域との連携・社会貢献活動への取り組み ５点 4.00 3.00

地元経済振興及び雇用確保の取り組み ５点 4.00 3.00

合  計 １００点 76.5 60.00 

＊点数は評価会議の委員の平均 

【選定基準】委員平均の合計が６割を超えることとする。 


